
  

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路    磐余線の変更理由書磐余線の変更理由書磐余線の変更理由書磐余線の変更理由書  １．路線の概要 都市計画道路 磐余線は、起点を桜井市桜井、終点を桜井市吉備とする標準幅員１２ｍ、延長約２，０９０ｍの幹線街路である。 当初、昭和３１年に「１・小・１ 跡見線」及び「１・小・２磐余線」の一部、昭和３６年に「２・３・５粟殿吉備線」の一部としてそれぞれ都市計画決定され、昭和４１年に統合され「２・３・１０磐余線」として変更されている。 その後、昭和４６年に終点部の変更、昭和４８年に「３・５・５０７磐余線」に名称変更された後、昭和６０年に桜井駅南口市街地再開発事業に伴い起点部が変更され、平成１５年に車線数を明記している。   ２．都市計画道路変更の内容 （１）変更の理由 都市計画道路 磐余線は昭和４１年の桜井市の全面的な街路網の見直しにより、市の将来の発展に資するための道路として都市計画決定され、桜井駅南側から国道１６９号、国道１６５号を経て、阿部土地区画整理事業地内を結ぶ都市計画道路である。 しかしながら、桜井市谷～終点までの区間（以下「当該区間」という。）については、将来的な交通量の減少が見込まれることや、阿部土地区画整理事業地内へのアクセスは並行する主要地方道 桜井明日香吉野線が代替することから必要性は無くなっている。 当該区間を「奈良県都市計画道路の見直しガイドライン」（平成２２年奈良県）に沿って検証した結果、都市計画道路としての必要性が認められないため、廃止するものである。   （２）変更の内容 都市計画道路 磐余線について以下の変更を行う。 ・桜井市谷～終点までの区間（Ｌ＝約１，４２０ｍ）を廃止する。 ・路線の名称を「３・５・５０７磐余線」から「３・６・５０１磐余線」に変更する。  


